
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　都市局　工務課　工務係(鉄道)　（電話番号：078-595-6770）

地方自治法施行令第167条の2第1項2号

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

　当該エスカレーターについては、万一の事故に備えた安全管理が不可欠である。灘駅線では現地に人を配置せ
ず、モニタリングによる遠隔監視をしており、異常を検知した場合には速やかに対応・復旧する必要がある。
　遠隔監視機能を運用するためには、製造・設置したメーカー独自の通信回線を使用し、監視センターと接続す
る必要がある。
　また、上記業者は製造・設置したメーカーであり製品に精通している上、当該機種の専用パーツをストックして
いることなど、安全管理面、緊急対応性において最も信頼が置ける。
　以上のことから、当該エスカレーターを製造・設置したメーカーである上記業者以外では適切な安全管理が困
難であると判断し、随意契約を締結することとする。
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